
 

平成２５年第１１回 

昭島市教育委員会定例会議事録 
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○委員長（紅林由紀子） それでは定刻となりましたので、ただいまから平成 25 年第 11

回教育委員会定例会を開会いたします。 

     皆様、こんにちは。運動の秋、芸術の秋ということで、皆様におかれましては

多忙な日々をお過ごしになられたのではないかと思いますけれども、今日もどう

ぞよろしくお願いいたします。 

     それでは、本日の日程はお手元に配布のとおりでございます。本日、定例会の

前に教育委員で、昭島市環境コミュニケーションセンターを見学してお話を聞い

てまいりました。とても勉強になりました。もし、委員の先生方のほうから感想

などございましたら短くて結構ですので、一言いただければと思いますがいかが

でしょうか。 

 

○委員（寺村豊通） ごみを出すというのは、家でもこれはどうするんだろうなとよく思

っているんですけれども、ああいうごみが集まったところで、瓶とか缶とか袋を

明けたりとかキャップをはずしたり、人の手が大分入っているのを初めて見まし

て、ごみを出すのも気をつけなきゃいけないという感じがいたしました。 

 

○委員（石川隆俊） 私は、一つ思ったのは、確かに最近ああいう廃棄物からいいものを

取り出して再利用するという考えもあるんだけれども、それには相当な金がかか

るということを知りました。だから、これは簡単に言っちゃうと、場合によって

は全部素早く燃やしてしまったほうがいいという考えもあるというので、私はな

るほどそういう考えもあるかなと複雑な気持ちだったですね。 

 

○委員（小林和子） やはり施設がすばらしくて大変立派な施設ですけど、やはりその中

で最後には皆さんがずっと並んで人の手で分別しなきゃいけないという、ああい

うお仕事も大変だなと思いますし、それを拝見するにつけて、私たち市民のほう

でもできるだけ、ごみがやはりまだまだ使えるごみも、紙として出せば雑古紙と

してリサイクルできるのに、可燃ごみの中に入ってしまっているということを伺

うと、もっともっと分別して、できるだけごみを出さないような工夫をしなきゃ

いけないと改めて思いました。 

 

○委員長（紅林由紀子） ありがとうございました。 

今、委員の先生方に感想をいただきましたけれども、本当に目の当たりにうず

高く積まれたごみの量を見るにつけ、やはり手作業で分別されている皆さんの姿

を見るにつけ、実際に見ると本当に感じるものが違うなと感じました。 

先日、拝島第二小学校の研究発表のほうでも環境教育ということで、学んだ子

供たちの様子を見てきましたけれども、本当に環境教育というのはこれからの教

育の中ですごく大事な部分を占めてくるんじゃないかなと感じますし、あのよう

な施設があるので、ぜひあそこを有効に使って、子供たちも大人もやっぱりああ

いうことを、特に毎日の生活に関わることなので、本当は市民全員があそこへ行

って一度は見なきゃいけない、勉強した方がいいんじゃないかなと強く思いまし

た。非常にいい勉強をさせていただきましてありがとうございました。 

     それでは、中身のほうに入ってまいりたいと思います。 
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     初めに前回の会議録の署名についてでありますが、既に調整を終わり署名を得

ておりますので御了承下さい。 

     次に、委員会規則第 19条の規定に基づく本日の会議録署名委員でありますけれ

ども、２番の寺村委員と１番の私、紅林でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

     続きまして、日程４ 教育長の報告をお願いいたします。 

 

○教育長（木戸義夫） 私のほうからは、小学校の英語教育ということで文部科学省が、

小学校の英語教育について、開始する学年を現行の５年生から小学３年生に引き

下げるほか、５・６年生に関しては英語を正式な教科とすることを検討している。

とのことであります。 

     小学校での英語教育は、現在５・６年生で、週１回の授業が必修化されていま

すが、文部科学省は５・６年生に関しては、英語を成績評価の対象とするなど正

式教科化したうえで、週３回の授業に増やす案を軸に検討し、３・４年生につい

ては週１回程度の授業をする考えのようであります。 

     英語が正式な教科になった場合、検定教科書を使用して、専任教員が教えるこ

とになるほか、学習指導要領の改訂が必要なため、実施時期は早くても 2020年度

となる。とのことであります。 

小学校の英語教育をめぐっては、政府の教育再生実行会議が５月に提言をまと

め、国際的に活躍できる人材育成として、グローバル化対応を早めるため、小・

中学校段階での英語教育を充実させるよう主張し、2011年度から小学５・６年生

で必修化されている外国語活動について、授業への実施学年の前倒しや教科化の

検討を求めております。 

     文部科学省は、提言の実現にあたり、義家政務官をトップとしたプロジェクト

チームを立ち上げ、教科化に伴う教科書の必要性、学習指導要領の改訂、専任教

員の確保、中学以降の英語教育との関連性などの課題について整理し、専門家ら

による会議で審議してもらい、その後、中央教育審議会に諮るとの考えを示して

おります。 

グローバル人材の育成は、日本における重要な教育課題であり、今後もこうし

た動きを注視していきたいと考えております。 

私のほうからは以上ですが、教育委員会名義使用承認はお手元に御配布のとお

り４件となっております。よろしくお願いいたします。 

以上です。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、ありがとうございました。 

     教育長の報告が終わりました。ただいまの報告につきまして、質疑並びに御意

見は何かございますでしょうか。小学校英語教育についてということでございま

すけれども。 

     はい、小林委員御願いします。 

 

○委員（小林和子） 小学校段階、３・４年生週１回とか、５・６年生週３回とか、回数

が増えて学ぶ機会が増えるのはいいことだなと私は思います。ただ、実施時期が
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指導要領の改訂を含めてというと、2020年かなり先になりますからその間に今の

子供たちはもう育っていってしまいますから、回数ということではないんでしょ

うけれど、できるだけ子供たちが英語に接する機会を増やして、今の子供たちも

将来世界で活躍できる子供たちになっていけるように、いろいろ学べる機会が増

えるといいなと思います。 

     昭島の場合、中学生の英語のチャレンジ、体験授業とかコンテストなどありま

すけれど、もっともっと子供たち全般にそういう学習する機会、接する機会が増

えるといいかなと思います。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、ありがとうございました。 

     ほかには。御意見、御感想でも結構ですけれども何かございますでしょうか。 

     グローバル化ということがいわれていまして、英語教育というものが５年から

３年になる方向で検討されていくんですけれども、こういった今５年生がやって

いるような、例えばみんなで英語の歌を歌ったり英語で会話したりみたいな、あ

あいうことは３年生ぐらいからしたほうが、子供が５年生になるともう、ちょっ

と恥ずかしいみたいな気持ちが芽生えてくる子供もいたりするように感じるので、

３年生ぐらいから始めたほうがいいのかなという気持ちは感覚としてあるんです。

あと、英語の音に慣れるという意味でも、まだ大きくならないうちのほうがいい

のかなという気がするんですけれども、この５・６年生が教科化となるというこ

ととか時数が増えるということも考えると、そのためにどこかを縮めるというこ

とになるわけですかね。その点は何か情報ございますか。 

 

○統括指導主事（稲冨泰輝） まだそこについては詳しい情報はありませんけれども、学

習指導要領の改訂にということになれば、トータルの他の教科とのバランスが出

てくるものかなという、まだ推測されますという段階です。 

ただ、今言った、３年生・４年生で外国語活動の内容がということですが、今

外国語活動では、基本的には「聞く」と「話す」の内容でやっております。そう

いうところであれば小学校３年生段階でも意欲を持って取り組むことが予想され

るということについては、今の会議のほうで言われているとおりかなと思います。

ただ、５・６年生になったときに、今、会議のほうでも出ていますけれども書く

ことと読むこと、この内容が教科の中に入ってきて、それで中学校の段階で円滑

な接続ができれば、それは効果があるのかなと思われますが、今後も国の動向を

見ながら、また現場の取り組みも参考にして、情報をキャッチしていい教育内容  

を考えていきたいと思っております。 

 

○委員長（紅林由紀子） ありがとうございます。 

     そうですね。その辺の、今でさえ指導要領が改訂になって、結構ぎゅうぎゅう

な感じが、印象は少しあるんですけれども、そこに入ってくると、どこがその部

分を確保するために縮んでいくのかなという部分の心配がちょっとあります。 

     ほかには何か御意見ございますでしょうか。 

     あと、グローバル化ということに対して、ちょっと本当に私の感想になってし

まうんですけれども、英語が必要なのは一部の子供なんじゃないかという気持ち
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がちょっと前まであったんですけれども、最近ちょっとそれを考えなおしまして、

どんな職業であれ、グローバル化していったほうが対象とする市場が拡大すると

いうことで、出て行く方面が広がるということは、やっぱりいいことなのではな

いかなと最近考えております。例えば、お菓子屋さんを目指すにしろ、パン屋を

目指すにしろ、あるいはファッションの部分を目指すにしろ、何にしろ、やっぱ

り日本の物づくりのよさをしっかり学んで、それを世界に出ていったほうが活躍

する機会は増えるのかなという気がします。ちょっと前までは、国際的なやり取

りをするような一部の業界でしか、これは必要ないんじゃないかなと思っていた

んですけれども、最近ちょっとそれは違うかなという意味でも、やっぱり英語は

学んだ方がいいのではないかというような気持ちになってきました。小林委員と

同じ、この英語教育については期待するところは大いにあるんですけれども、そ

の分のしわ寄せがちょっと今懸念され、自分の中では心配な気持ちもありますの

で、またいろいろ動向を教えていただければと思います。 

     ほかには何か御意見ございますでしょうか。 

     はい、寺村委員お願いします。 

 

○委員（寺村豊通） そういった英語の学ぶ機会というのはあればあるほどいいとは思う

んですけれども、やはり前も言ったと思うんですけれども、それこそ必要になら

なければ言葉というのは使わないわけですよね。ですから必要となったときに、

英語の基礎的な知識なり、会話なりという意思疎通のできるだけのスキルがある

というのはとてもいいことですけれども、それをあまり早くからやって学校の教

科の時間的な内容云々とか、先生の負担ですとか、そういったようなところもい

ろいろ考えてやっていかないと、またみんなしわ寄せが先生ばかりにかかってい

っちゃうというような結果にもなりかねないので、やっぱり慎重にやってもらい

たいと思います。 

 

○委員長（紅林由紀子） なるほど。本当にそれはそのとおりですね。使う場面が想定さ

れないと、勉強のための勉強では、やはりやる気が起きないというか、意欲の部

分には関わると思いますね。 

     石川委員、何かございますか。 

 

○委員（石川隆俊） 私は、英語だけじゃなくて、科学立国でもあるとすれば、そういう

理科教育等も含めて優れた若い人を育てて戦略的に世界へ伸びていくと。これが

これからは必要だと思うし、また英語というのはそうじゃなくても、そもそも世

界の共通語みたいなものだから遊びに行くときでもいいし、外国人が来たらそれ

を案内してもいいし、そういう意味では役に立つ言葉だと思いますけどね。 

だけどまあ全部の人が必要になるとは思わないし、本当に必要なときにやれば

いいということも寺村先生のおっしゃる考えはいいような気もするんですよね。

だからあんまりそれができなくちゃ困るというものでもないような気がしますけ

どね。 

 

○委員（寺村豊通） 教科化するとそれがやっぱり今度試験に反映してくるということに
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なってくる。 

 

○委員長（紅林由紀子） そこの部分が難しいですよね。点数が関係してくるということ

になると点数のために勉強するみたいなふうになってしまうと、ちょっとそれは

どうかなという気はしますけれどもね。 

 

○委員（寺村豊通） 早い時期に英語が嫌いになってしまうということも。 

 

○委員長（紅林由紀子） それもあるかもしれないですよね。 

やっぱり実際に職業として英語が必要になってくる人がいる、そういう人はそ

の場面で特に勉強するようになっていくと思うんですけれども、だからできれば

小学校にしろ中学校にしろ、点数のためでの勉強ではなくて、一貫として、例え

ば今やっている海外との交流事業だったり、英語チャレンジ体験にしても、実際

に自分がそれを使って何かできる場面が設定されていくといいかなという気はし

ますよね。例えば、今、スカイプとかそういうのを使っても、例えば外国の小学

生と簡単な会話、日本にいてそれもできるわけですし、そういった何かしら場面

が想定されて、そこで自分がやっていることが本当に使えるということが実感し

てもらえるような場面の設定というのが勉強するだけじゃなくて同時にすごく必

要なんじゃないかなというような気はします。やっぱり実際に使える道具ですか

らね。言葉というのは。それを伝えることが実感できずにただ勉強するのはつら

いかなという気はしますね。 

 

○教育長（木戸義夫） 今、これだけの情報化社会の中で、いろんな情報が瞬時に今イン

ターネットを通して伝わってくるわけです。ほとんど英語で来るわけですね。だ

から英語ができないということは本当に何も世界のものが見えないということに

なります。そういう意味で、この時期に基礎的なものを身につけさせて、インセ

ンティブを与えて、どんどん自分たちに必要なものの情報を得られるようなスキ

ルをつけていく、そういうようなことが必要なんじゃないかなと思います。ただ

勉強だけできればいいというものではなくて。 

 

○委員長（紅林由紀子） そうですね。勉強だけできるわけじゃなくて、それを使ってこ

んなことができるよ、こんなことができるよというような、そのイメージが湧か

せられるようにしておくことがすごく大事かなという気もしますよね。 

 

○教育長（木戸義夫） ある経済小説の中に出てくるフレーズなんですけど、英語ができ

ないということは、鍵穴から世界をのぞいているようなものだ。ということです。 

 

○委員長（紅林由紀子） そうですね。ぜひそういったことも含めてよく検討していただ

けるといいかなというふうに期待したいと思います。またどうぞよろしくお願い

いたします。 

     それでは、ほかにはよろしいでしょうか。 

では、以上で教育長の報告を終わります。 
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     それでは、続きまして日程５ 議事に移ります。 

     議案第 36号 平成 26年度昭島市教育委員会学校教育の目標及び基本方針及び

議案第 37号 昭島市立学校における教育課程編成基準については、関連しますの

で一括して提案をお願いいたします。 

 

○指導主事（岸 知聡） 議案第 36号 平成 26年度昭島市教育委員会学校教育の目標及

び基本方針について、御説明いたします。 

本件は、昭島市立小・中学校の学校教育の推進を図ることを目的とし、平成 26

年度昭島市教育委員会学校教育の目標及び基本方針の内容を決定する必要がある

ため提案したものでございます。 

     昨年度、各校で立案している教育推進計画との整合性を持たせるために見直し

を図り、文言について一部改訂を行いました。今年度につきましては、昨年度か

らの内容の変更はございません。 

この平成 26 年度昭島市教育委員会学校教育の目標及び基本方針の施行日は平

成 26年４月１日となります。 

     議案第 36号につきましては以上でございます。 

     続きまして、議案第 37号 昭島市立学校における教育課程編成基準について御

説明いたします。 

本件は平成 26年度の昭島市立小・中学校の教育課程を円滑に編成するために昭

島市立学校における教育課程編成基準を定める必要があるため、提案したもので

ございます。 

まず、１の「教育課程編成の基本的な考え方」につきましては、学習意欲に加

え、主体的に学習に取り組む態度を育むよう改めております。次に、３の「教育

課程の編成実施等にあたって配慮すべき事項」の（１）「確かな学力の定着」のイ

につきましては、個に応じた指導に関する具体的な指導方法を明確にするために、

「習熟度学習」による指導について記載いたしました。また、オにつきましては、

昭島市特別支援教育推進計画に基づき、「個別の教育支援計画」と「個別指導計画」

の文言の順序を入れかえております。また、今年度から設置いたしました小・中

連携推進委員会における協議をもとに策定いたしました、「昭島市における小・中

連携教育の考え方」に基づき、小学校・中学校の学習指導の連携を明確に位置づ

けるために、新たにキとして、「義務教育９年間の発達段階に応じた学習指導につ

いて」記載いたしました。「昭島市における小・中連携教育の考え方」につきまし

ては添付資料を御参照下さい。 

     次に、（２）「豊かな心の醸成」のア、「道徳教育の推進」につきましては、学習

指導要領に基づき、「学校の教育活動全体を通じて」という文言を加えました。（３）

「健やかな体の育成」のア「体力向上」につきましては、学習指導要領等に基づ

き文言を改めております。（４）「輝く未来に向かって」のア「キャリア教育の充

実」につきましては、小学校・中学校の連携のみならず、高等学校等との連携も

推進することを踏まえ、異校種間の連携と文言を改めております。また、エ「小・

中連携の推進」におきましては、「児童・生徒一人一人の個性や能力を伸長し、生

きる力を育むために」とその目的を明記いたしました。 

その他、学習指導要領や、昭島市教育振興基本計画に基づき文言を改めている
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ところにつきましては新旧対照表を御参照下さい。 

     「平成 26年度昭島市教育委員会学校教育の目標及び基本方針」、「昭島市立学校

における教育課程編成基準」につきましては、12月 12日に開催される平成 26年

度教育課程届説明会において各小・中学校に周知いたします。 

     以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、ありがとうございました。 

     ただ今の件につきまして、質疑、意見、御要望などお受けいたしますが何かご

ざいますでしょうか。 

 

○委員（小林和子） １の「教育課程編成の基本的な考え方」の（２）の③に、「主体的に

学習に取り組む意欲や態度をはぐくみ」という言葉にかえられたのはよかったな

と思います。やはり学習は、子供たちが主体的に学習に取り組む、そういう意欲

が大事で、子供たちのそういう自発的、主体的な姿がないと教え込んでもなかな

か子供たちの身には着かないでしょうし、道徳も学校生活全般をとおしてという

こともありますけど、そういうのも子供たちにやはり自分が主体的に何か考えよ

うという姿勢が大事ですということで、こういうふうに入れていただいたのはよ

かったです。またこれは指導法の別の問題になりますが、学校現場において、そ

ういう子供たちに主体的に学習に取り組めるような指導計画とか指導方法とかそ

ういうのを先生方も日ごろ勉強して研究していらっしゃいますが、これからもさ

らにそういうふうに子供たちが主体的な学習に取り組めるような研究や、先生方

の姿勢をさらに大事にして進めていただきたいなと思います。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、ありがとうございました。ほかには何かございますでし

ょうか。 

     すみません、１点は細かくて申しわけないんですけれども、目標及び基本方針

の議案第 36号ですけれども、２の「基本方針」の中の「健やかな体の育成」のこ

の文章なんですけれども、「体力向上策の推進、部活動への支援、食育の充実」の

後に、ほかの部分を見ると、何か「を行い」とか、何かそういった言葉が必要な

んじゃないかと感じたんですけど、「そういうことを行い、児童生徒の健やかな体

の育成を図る」というふうにしたほうが、ほかとのバランスがいいんじゃないか

なと。すみません、ちょっと議案なので申しわけないですけど。 

 

○指導主事（岸 知聡） 今、委員長からあったように改定のほうをいたします。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、すみません、よろしくお願いいたします。ほかには何か

ございますでしょうか。 

     それではすみません、続けてもう２点。１つは感想ともう１点は質問とさせて

いただきたいんですけれども、小・中連携の言葉が２カ所にわたって明記された

ことがとてもよかったなと感じました。なかなか、今学校で実際に取り組んでい

ただいていると思いますが、このように明確にされることで、より教育課程の中

できちっと位置づけをしていただけるということで、とてもよかったなと思いま
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した。 

あともう１点、質問の部分なんですけど３の（４）「輝く未来に向かって」の中

のアの部分で、先ほど「異校種間」という文言を入れていただいたんですけれど

も、私はこれはとてもいいかなと思うんですが、先ほど高校というふうにおっし

ゃったんですけれども、もちろん高校の中の一つではあると思うんですけれども

私は専門学校という部分もとても考えていただければと思いました。昭島市の場

合、今学力向上ということをもちろん目指していますけれども、なかなかいわゆ

る学力について、得意・不得意もあると思うんですよね。そういった中でも、み

んながちゃんとした職業に就くということがとても大事だと思いますので、そう

いった意味でもそういうことが苦手なお子さんでも、やっぱり職業ということを

意識するためにも、いろんな専門学校、手に職をつけるみたいな、以前、多摩の

テクノプラザのほうも見学させていただきましたけれども、ああいうような技術

面での学校みたいなところとの連携というか、そういった部分もとても大事なん

じゃないかなと感じまして、今どの程度中学校とか、そういうところでそういう

ことをされていらっしゃるか把握していませんけれども、そういった部分も考え

ていただければなと。そういう意味でここに「異校種間」というふうに入れてい

ただいたのかなとちょっと感じたんですけれども、そういう意味はないですか。 

 

○指導主事（岸 知聡） 小学校・中学校だけではなくて、やはりキャリア教育というこ

とで、先を見通した教育が必要だろうということを考えてこの文言を入れました。 

高等学校につきましては、今年度中学校６校の進路指導主任と、あと高等学校

の先生においでいただいて、その中で高等学校の学校教育についての説明会を行

いました。 

キャリア教育につきましては、職業体験活動であるとか職業に関する講話など

も行っております。今、お話しにありました専門学校につきましては、学校ごと

に生徒が自主的に見学会等参加していることはありますが、またそれについても

今後考えていきたいと思っております。 

 

○委員長（紅林由紀子） よろしくお願いいたします。結構、座学が苦手でも技術の時間

になると目がキラキラしてしまうような、そういうお子さんもいると思いますし、

いろんな場面に接してもらいたいなと感じました。 

     ほかには何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

     全体的には、とてもいろいろな必要な項目が網羅されていていいんじゃないか

なと思いました。 

     よろしいですか。 

     それでは質問などないようですのでお諮りしたいと思います。本件２件につい

ては、原案のとおり決することに御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○委員長（紅林由紀子） それでは、御異議なしと認め、議案第 36 号、37 号は原案どお

りに決しました。よろしくお願いいたします。 

     続きまして、議案第 38号 昭島市立中学校の学校薬剤師の委嘱について説明を
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お願いします。 

 

○指導課長（宇都宮聡） 議案第 38号 昭島市立中学校の学校薬剤師の委嘱について御説

明いたします。 

学校薬剤師の任期は、平成 25年４月１日から平成 27年３月 31日となっており

ますけれども、多摩辺中学校、学校薬剤師の太田哲夫氏より、10 月 31 日をもっ

て辞任の届け出がされたために、残りの任期について、昭島市立小・中学校学校

医・学校歯科医及び学校薬剤師の任用、職務等に関する規則、第２条第１項の規

定に基づき委嘱するものでございます。 

     新たな委嘱予定の学校薬剤師の経歴等について御説明いたします。 

太田哲夫氏の後任でございますが、池嶋謙氏、46歳でございます。平成２年に

薬剤師の免許を取得し、現在は、松原町４丁目にございます、中屋薬局拝島駅前

支店におきまして代表取締役として勤務されております。 

     また、拝島第一小学校との兼務ということになります。 

     移植予定の学校薬剤師の任期につきましては、本日、平成 25年 11月 14日から

平成 27年３月 31日まででございます。 

     以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、ありがとうございました。 

     ただ今の説明につきまして、何か御質問や御意見ございますでしょうか。 

 

○委員（石川隆俊） ちょっと小さいことですけど、アスタリスクのある「医院・診療所・

薬局の所在地と住所の異なる場合は医院などの所在地」というのは、ちょっと意

味がとれないような気がするんだけど。  

 

○委員長（紅林由紀子） ここのアスタリスクのところの文章ですね。この意味は、お住

まいの住所と、医院とか診療所とか薬局とかが違う場合のことですか。 

 

○指導課長（宇都宮聡） その場合には、その医院等の所在地の住所で登録をしています

ということです。 

 

○委員（石川隆俊） つまりこれは、自分の薬局の住所ですね、そういう意味ですね。 

 

○委員長（紅林由紀子） ほかには何かございますでしょうか。 

     それでは、この件はよろしいですね。 

     それではお諮りしたいと思います。議案第 38号は原案のとおり決することに御

異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○委員長（紅林由紀子） それでは御異議なしと認め、議案第 38号は原案どおりに決しま

した。 

     続きまして、議案第 39号 昭島市立学校学校評議員の委嘱について説明をお願
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いします。 

 

○統括指導主事（稲冨泰輝） 議案第 39号 昭島市立学校学校評議員の委嘱について提案

いたします。 

この委嘱につきましては、瑞雲中学校の学校評議員につきまして、１人の評議

員が人事異動のため、異動したため提案させていただきます。その人事異動につ

きましては、２枚目「記」の１番に書かれていました、イオン株式会社、ザ・Ｂ

ＩＧ昭島店の副店長で人事異動がありましたので、長田英樹氏、新たに着任され

た方にお願いをしております。 

     以上、提案でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、ありがとうございました。 

     本件につきまして、何か御意見や御質問などございますでしょうか。 

     よろしいですね、この件は。 

     それでは、お諮りしたいと思います。議案第 39号は原案どおりに決することで

御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○委員長（紅林由紀子） 御異議なしと認め、議案第 39号は原案どおりに決しました。よ

ろしくお願いします。 

     それでは、続きまして議案第 40号 昭島市学校給食運営審議会委員の委嘱につ

いて説明をお願いします。 

 

○学校給食課長（沖倉正樹） それでは、議案第 40号 昭島市学校給食運営審議会委員の

委嘱について、提案理由及び内容を説明させていただきます。 

     昭島市学校給食運営審議会委員のうち、所管保健所の職員の選出区分につきま

しては、多摩立川保健所、生活環境安全課長の職にある方を委員として委嘱して

おりますが、この度、前任の寺田正敏氏にかわって稲見成之氏が多摩立川保健所、

生活環境安全課長に就任したことに伴いまして、同氏を昭島市学校給食運営審議

会委員として委嘱したく本義案を提案するものでございます。 

     なお、任期につきましては、本日から前任者の残任期間である平成 26 年７月

31日までの間となります。 

     以上、よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、ありがとうございました。 

     本件につきまして何か御質問などございますでしょうか。 

保健所の人事異動に伴うということでございます。 

ないようですので、お諮りしたいと思います。本件は原案どおり決することに

御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○委員長（紅林由紀子） 御異議なしと認め、議案第 40号は原案どおりに決しました。 
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よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案の審議はこれですべて終わりました。本日は協議事項はござい

ませんので、報告事項に移ります。 

報告事項１ 平成 26年度予算編成方針について説明を求めます。 

 

○庶務課長（栁 雅司） 報告事項１ 平成 26年度予算編成方針について御説明いたしま

す。 

平成 26年度の予算編成につきましては、企画部より、10月 16日に市の予算編

成方針が出されました。この内容について、簡単でありますが御説明させていた

だきます。 

     予算編成方針の冒頭の、日本の経済状況、国や東京都の予算の状況につきまし

ては割愛させていただきまして、下段の本市の財政状況から説明いたします。 

     まず、平成 24年度の決算状況ですが、歳入の根幹をなす市税収入が、前年度に

比較し減少する一方で、扶助費や交際費の増加などから、６億円強の普通交付税

の交付を受けてもなお、５億円の財政調整基金からの取り崩しや 13億 3,500万円

の臨時財政対策債の借り入れなどにより、前年を上回る財源補填をせざるを得な

い大変厳しい状況にありました。 

     平成 25年度においても、当初予算は基金からの繰り入れ及び臨時財政対策債の

借り入れを合わせて 22億円行い、その後、２回の補正予算を経て、前年度からの

繰越金や行財政健全化の効果を反映してもなお、17億 5,700万円の計上が続いて

いる状況にあります。 

     また、平成 26年以降の財政環境についても、消費税率の引き上げが決定されま

したが、歳入の増加見込み分の使途など具体的な制度設計は明確になっておらず、

現時点では市財政の影響を推しはかることは困難な状況にあります。 

現下の社会経済情勢から、市税収入や各種交付金などの一般財政収入の劇的な

改善は見込める状況にはなく、一方で扶助費や医療費、介護などへの特別会計へ

の繰り出しなど、財政需要は増加の一途をたどり、引き続ききびしい状況に置か

れるものと予想されます。 

     このような状況にあっても第五次総合基本計画における将来都市像である、「元

気都市あきしま」のまちづくりに向けた歩みを、一歩たりとも停滞させることな

く着実に推進していかなければなりません。そのため、将来を見据えた確固たる

財政基盤の確立を目指し、歳入・歳出の両面から行財政改革に積極的に取り組む

ことを基本に編成することとなります。 

     ７ページを御覧ください。 

     昭島市の予算編成は、平成 26年度の歳入における一般財源の見込額を算定する

中で、平成 25年度当初予算における各事業単位での一般財源を基本とする要求基

準額を設定し、次に述べます要求基準額対象経費についてはその範囲内で予算要

求を行うこととしています。 

     要求基準額対象経費につきましては、３番を御覧ください。まず、経費を経常

経費と政策的経費に分け、経常的経費から人件費や扶助費、公債費の義務的経費

などを除いた経費を要求基準額対象経費としています。平成 26年度に新しく行う

事業や工事などについては、実施計画として採択されたものであり政策的経費と
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なりますので、この要求基準額には含まれていません。 

     ８ページを御覧ください。 

教育委員会の各課の要求基準額が記載されております。26年度の要求基準額は

消費税率の増を見込んでの額となっております。各課は、ここに記載の額以内で

予算を組むことになり、一度取りまとめたところでございますが、まだこの額に

入ってなっていない課もあり、現在調整しているところでございます。 

     この予算編成方針に基づきまして、今後平成 26年度予算編成を行ってまいりま

す。９月の教育委員会定例会の前に行いました、教育委員の方々からいただいた

平成 26年度予算への意見を踏まえて、平成 26年度の予算案が完了次第、委員の

方々に改めて御説明をいたしますのでよろしくお願いいたします。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、ありがとうございました。 

     平成 26年度の予算編成方針ということでございますけれども、大変厳しい財政

状況という中で、今調整中というようなお話しでございますが、何かこの件につ

きまして、御質問や御意見などございますでしょうか。 

     以前、一度予算編成前にいろいろお話しをいただいた部分もありますけれども、

今回の要求基準額を見ますと、去年より増えているところもあるし少し減ってい

るところもあるようなんですけれども、何か大きく変わったところというか、こ

れによって増えた、これによって減ったみたいなところで、今の時点でお話しい

ただけることとかございますか。 

 

○庶務課長（栁 雅司） 要求基準額の算出については財政課で行っております。財政課

のほうでは、各経費を見ながら、これはなくなるとかいうような経費や、この分

については削減してほしいというような経費については減をする。また、増につ

いては消費税分の増額分や、やむを得ないものは加算しているとそういうふうな

内容で要求基準額を算定しているものと思われます。 

 

○委員長（紅林由紀子） じゃあ、少し増えているのはやっぱり消費税の部分が大きいと

いうことなんですか。そういうわけでもない。 

 

○庶務課長（栁 雅司） 消費税については、人件費等以外のものについては消費税がか

かるので、その部分はプラスされているということになってございます。消費税

分は要求基準額には去年と比較すると、それを上乗せして要求基準額をつくって

いるということになります。 

 

○委員長（紅林由紀子） ということは、去年のより今年のほうが増えているのはそうい

う部分が加わっているということ。 

 

○学校給食課長（沖倉正樹） こちらの要求基準額を御覧いただきますと、学校給食だけ

2,000 万増えているように外見上見えます。要求基準額というのは昭島独自の制

度でございまして、要は、前年度に政策的な経費として計上したものが、認めら

れ、翌年度は要求基準額に入ってきます。ですから具体的に申し上げると、2,000
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万増えた分の 1,600万円は調理委託の分です。前年は調理委託を別枠で計上させ

ていただいて、これが認められて今年度は、この基準額の中に入ってきます。で

すから 2,000万増えていますけれども、そのうちの 1,700万弱ぐらいは委託分。

ほかの増えた分につきましては、公共料金の値上げ分です。主に、ガスですとか

電気代がかなり上がっています。本庁は東京電力じゃないんですが、調理場は東

京電力なものですから、かなり上がっているということで、実質的にはマイナス

でございます。表面上は 2,000万円増額ということで、実はマイナスということ

になっています。 

 

○委員（小林和子） 歳出のほうの政策的経費の中のハード事業ということなんですが、

今、具体的にこういうこと、計画が公表できるものがあるならちょっと教えてい

ただきたいと思うんですが。まだそういう段階ではないということでしたらその

ままで結構ですが。９ページの歳出の真ん中の政策的経費の中ほどにあるハード

事業です。まだ計画の段階ですから、それほど公表できるものではないかもしれ

ませんけど。 

 

○庶務課長（栁 雅司） この９ページの表につきましては、昭島市全体の表になってご

ざいます。このハード事業は 26年度見込額が 6,300万円ですが、これは一般財源

ですので、事業費全体から国庫補助金、都補助金、起債などを除いた数字がここ

に記載されています。この中に小・中学校の建設事業で言えば、トイレの改修で

あるとか、体育館の被構造部材の耐震化などの経費がここに入ってきます。 

 

○委員（小林和子） 具体的に何がというのは、まだ決定じゃないんですね。 

 

○庶務課長（栁 雅司） そうですね、今実施計画で内示がでているものがここに計上さ

れております。 

 

○委員（小林和子） わかりました。はい、ありがとうございます。 

 

○委員長（紅林由紀子） よろしいですか。 

     もう少し、要求基準額ということについて勉強します。今までもこういうふう

に出していただいていましたか。 

     失礼しました。もうちょっと勉強してからまた質問させていただきます。 

 

○学校教育部長（丹羽 孝） 今までは、去年もそうですけど、今まで「枠配当」という

言い方をしていたと思うんですよ。ただ言い方が変わっただけで、基本的には基

準額も枠配当もそんなに変わりはありません。基準額は、ある程度この中に入れ

てくれ、出っぱればまたあとで協議しましょうという形で、ちょっと言葉を優し

くはしたんですけど、内容は枠配当と思っていただいていいと思います。 

 

○委員長（紅林由紀子） これを元に、今度、市の全部の組織から持ち寄って調整し合う

という感じなわけですよね。 
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○学校教育部長（丹羽 孝） 今度は課ごとに出ていますので、庶務課だったら、提示さ

れているこの金額に、この中に入れてくると。ただこれの額は、自分のところに

ある、例えば財源があるものについてそれを引いています。例えば、電気代があ

りますが、電気代は一部防衛から補助金が出ていますよね。防衛の関係で補助が

出る、そういうのは引いて基準額が算出されています。 

 

○委員長（紅林由紀子） 引かれた後の額をここに入れているということですね。 

 

○学校教育部長（丹羽 孝） 要は、市の一般財源を使う額と思っていただいて、積み重

ねたのがこの額です。この中に入れてこいと。なおかつ、また今年もマイナスシ

ーリングがかかっておりますので、消費税は当然上がりますけれども、全体的に

はマイナスシーリングをかけていますので、極端な話、去年と同じ事業内容はで

きないと。また何かを削って行わなければ、この基準額の中には入ってこないと

いうのが現状でございます。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、わかりました。ありがとうございました。 

     本当に厳しいということがよくわかりました。何かいろいろやろうと思うと何

かをやめなければいけないという、そういうきびしい選択を迫られ続けるという

ことですね、ここのどこかの文言にありましたけれども、英知を結集して、その

ためにいかなければいけないんだなということが、本当にそのとおりで、大変で

すが、どうぞよろしくお願いいたします。 

     では、この件はよろしいでしょうか。 

     続きまして、報告事項２ 平成 25年度昭島市一般会計第３号補正予算（案）〈教

育委員会関係〉について説明をお願いします。 

 

○庶務課長（栁 雅司） 報告事項２ 平成 25年度 昭島市一般会計第３号補正予算（案）

〈教育委員会関係〉について御報告いたします。 

     この第３号補正予算につきましては、平成 25年 11月 29日から 12月 17日まで

開催を予定しております、平成 25年第４回昭島市議会定例会に提案を予定してい

るものでございます。 

歳入の 50万円につきましては、キャリア教育推進のために歳出の教育研究事業

に計上しました事業費の東京都からの委託金として計上するものです。本事業は

東京都からの要望もあり補正予算として計上いたすものです。 

     歳出については、教育研究事業については、ただ今述べたとおりです。 

     学校施設営繕経費 400万円については、７月に拝島第四小学校の空調機器が故

障し、その修繕に多額の費用がかかりまして、予算残額と例年の今後の修繕料を

比較すると、不足する見込みとなったことから計上いたすものでございます。 

     以上です。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、ありがとうございました。 

     この件につきまして何か御質問などございますでしょうか。 
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     この外部人材活用モデル事業委託金というのは、都からのということなんです

けれども、具体的にはどこでどうするのでしょうか。 

 

○統括指導主事（稲冨泰輝） すみません、私のほうで説明させていただきます。 

外部人材活用モデルは、キャリア教育の推進のために東京都のほうが区や市の

教育委員会を指定して行っているものです。これにつきまして 50万円の枠の中で

キャリア教育を推進するようにということで、本市が掲げている計画としまして

は、小学校においては、児童が抱く将来の夢について専門家や地域活動支援者と、

調べ学習等のグループ協議を行って、自分の将来に向かってどういう勉強をして

いけばよいのかという、道筋をつけるということに取り組んでまいります。 

中学校につきましては職場体験活動を中学校２年でおこなっていますが、でき

ましたらこちらの事業を使いまして専門家で、企業で活躍する方の特別事業をも

受けて、よりキャリア教育を推進してまいりたいというふうに考えております。 

こちらにつきまして、講師を招くお金と消耗品としましては、調べ学習で発表

するために小さいホワイトボードを買ったり、調べ学習の際に、調べ学習が円滑

に進むように、または提示ができるようにタブレット端末を導入した授業を展開

してまいりたいと考えております。 

     以上でございます。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、ありがとうございます。 

     これは歳出で書かれていますけれども、これはもう使ったというわけではない

んですか。 

 

○統括指導主事（稲冨泰輝） はい、まだ補正予算について通っておりませんので、これ

からいただいて。ちょっと期間が短いんですが、今年度中にさせていただきたい

と思います。 

 

○委員長（紅林由紀子） この謝礼で何名ぐらいできるものなんですか。 

 

○統括指導主事（稲冨泰輝） 謝礼につきましては、専門家につきましては 10名ほどを予

定しております。報償基準につきましては１時間 6,000円の方を考えていまして、

その 10名掛ける２時間という形で考えています。 

また、その専門家だけを呼んで、児童の学習、生徒の学習を円滑に進むことを

さらに充実させるために、地域で普段学校に入っていただいている支援者の方に

対して、１時間 1,000円掛ける８名程度、そして８時間の謝金をつけて、報償費

につきましては 18万 4,000円という形で算出しております。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、わかりました。ありがとうございました。 

     ほかには何かございますでしょうか。よろしいですか。 

そういったキャリア教育のために、こういった外部人材の方に登場していただ

くということは、とても有効なことだと思いますのでどうぞよろしくお願いいた

します。 
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     それでは、この件は終わりたいと思います。 

     それでは、報告事項３ 教育委員と市立小中学校長との教育懇談会について説

明をお願いします。 

 

○庶務課長（栁 雅司） 報告事項３ 教育委員と市立小中学校長との教育懇談会につい

て説明いたします。 

こちらは第１回定例教育委員会の後に行っております教育懇談会の提案でござ

います。目的は、恐れ入りますがお読みいただければと思います。日時は１月 16

日木曜日、午後３時 30分から４時 45分。こちらは、市立小中学校の校長先生方

をお呼びしますので、この時間からとさせていただきます。会場は、市民交流セ

ンターでございます。参加者は、教育委員のほか、小中学校長、学校教育部長、

指導課長、統括指導主事、指導主事でございます。内容でございますが、４グル

ープに分けまして、学力調査学校別成績表の公表についてをテーマに懇談をいた

だきたいと存じます。 

以上です。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、ありがとうございました。 

毎年行われております校長先生方との教育懇談会ということでございます。 

この件につきまして何か御質問や御感想御意見などございますでしょうか。 

     このテーマが、選ばれたという意味というか、何かございますか。 

 

○学校教育部長（丹羽 孝） このテーマにつきましては、新聞でも大分賑わしておりま

して、今度多分、文科省がこれについて、多分市町村に任せるというような答え

が出てくるのではないかなとは思っております。それにつきましては、皆様と校

長先生はそれぞれ立場も違いますので、今学校ではどういうことを考えているの

か、また先生方はどういうふうに考えているのか、いろいろ聞いていただいて、

意見交換をしていただきたいと考えております。今度、教育委員会定例会で多分

御協議いただくことになると思いますけれども、それまでの段階として、そうい

う情報を仕入れていただきまして、教育委員会で話し合っていただきたいと存じ

ます。そのようなことを考えまして、このテーマとさせていただきましたのでよ

ろしくお願いいたします。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、ありがとうございました。 

     ということだそうです。結構、割と近々に、この件については文科省のほうか

ら出てくるような感じなんですか。 

 

○学校教育部長（丹羽 孝） まだ新聞とか報道は、皆さんと同じ報道しか持っておりま

せんので、どういうふうに出てくるかまだわかりません。もしかしたら今までど

おりという答えが出てくるかもしれません。ただ、この問題につきましては大分

新聞を賑わしておりますので、一度学校の立場とか先ほど言いましたけど、そう

いうのをちょっと御理解いただいて、出てきたときにすぐに答えを出さなきゃい

けない問題ですので、その段階として先に懇談をさせていただければいいのかな
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と思っております。 

 

○委員長（紅林由紀子） わかりました。確かにマスコミなどでもいろいろ言われたりし

ておりましたし、大事なことかなとは思います。なかなか難しいテーマですよね。 

     ということだそうで、校長先生方のいろいろな御意見などをお伺いすることに

なるかと思います。 

     よろしいですか。では、１月 16日ということでございますのでどうぞよろしく

お願いいたします。 

     以上で、報告事項１から３までの説明が終わりました。 

報告事項４から７については資料配付のみとなっておりますが、事務局への質

問などございましたらお願いいたします。 

    ４ 平成 25年度昭島市中学生海外交流事業（受入）の実施報告について 

    ５ 昭島市教育委員会関係行事予定（平成 25年 12月～平成 26年３月）について 

    ６ 第２回昭島市民綱引き大会について 

    ７ 子ども読書活動推進事業「なにがつれたかな？調べてみよう」の実施報告に 

ついて 

     でございますが何かございますでしょうか。 

     特にはよろしいですか。 

それでは続きまして、その他の事項について事務局から何かございますでしょ

うか。 

     よろしいですか。ないようですので、では、最後に次回の教育委員会日程につ

いてお願いいたします。 

 

○庶務課長（栁 雅司） 次回の教育委員会定例会の日程でございますが、12 月 19 日木

曜日午後２時 30分から、場所は市役所 301会議室、こちらで行ないますのでよろ

しくお願いします。 

     なお、この日ですが、定例会の前に教育施設の視察ということで、委員の皆様

には瑞雲中学校を訪問し、生徒会役員とともに給食を食べながら懇談をしていた

だき、５時限目の授業を見ていただいて、こちらに戻ってこられるというのを考

えております。12 時 15 分に市役所に集合と考えておりますが、詳細につきまし

ては、後日通知申し上げますのでよろしくお願いいたします。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、わかりました。 

よろしいでしょうか。次回は 12月 19日ということで定例会前に瑞雲中を訪問

させていただくということです。 

     よろしいですね。それでは、以上をもちまして本日の日程はすべて終了いたし

ましたので、第 11回定例会を閉会いたします。皆様お疲れさまでございました。 
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